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○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
四
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条
～
第
八
条

［
略
］

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
供
給
設
備
の
点
検
の
方
法
）

（
供
給
設
備
の
点
検
の
方
法
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
略
］

一

点
検
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
供
給
設
備
の
種
類

一

点
検
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
供
給
設
備
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た

て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
回
数
で
点
検
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る

期
間
に
一
回
以
上
点
検
を
行
う
も
の
と
す
る
。

表

［
略
］

表

［
略
］

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］
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２

［
略
］

２

［
略
］

（
消
費
設
備
の
調
査
の
方
法
）

（
消
費
設
備
の
調
査
の
方
法
）

第
三
十
七
条

［
略
］

第
三
十
七
条

［
略
］

一

調
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
費
設
備
の
種
類

一

調
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
供
給
設
備
の
種
類

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た

て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
回
数
で
調
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る

期
間
に
一
回
以
上
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

表

［
略
］

表

［
略
］

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］
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第
三
十
八
条

［
略
］

第
三
十
八
条

［
略
］

（
周
知
の
方
法
）

（
周
知
の
方
法
）

第
三
十
八
条
の
二

周
知
を
行
う
保
安
機
関
（
以
下
こ
の
条
か

第
三
十
八
条
の
二

周
知
を
行
う
保
安
機
関
（
以
下
こ
の
条
か

ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
保
安
機
関
」
と

ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
保
安
機
関
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
周
知
に
係
る
一
般
消
費
者
等
に
対
し
、

い
う
。
）
は
、
そ
の
周
知
に
係
る
一
般
消
費
者
等
に
対
し
、

供
給
開
始
時
及
び
二
年
に
一
回
以
上
の
回
数
で
第
二
十
七
条

供
給
開
始
時
及
び
二
年
に
一
回
以
上
の
回
数
で
第
二
十
七
条

各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
配
布
し
、
当
該
事
項
を
周

各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
配
布
し
、
当
該
事
項
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し

て
定
め
る
期
間
に
一
回
以
上
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

２

保
安
機
関
は
、
そ
の
周
知
に
係
る
一
般
消
費
者
等
が
、
次

２

保
安
機
関
は
、
そ
の
周
知
に
係
る
一
般
消
費
者
等
が
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
消
費
設
備
を
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
場

の
各
号
に
掲
げ
る
消
費
設
備
を
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
般

合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
般

消
費
者
等
に
対
し
、
供
給
開
始
時
及
び
一
年
に
一
回
以
上
の

消
費
者
等
に
対
し
、
供
給
開
始
時
及
び
一
年
に
一
回
以
上
の

回
数
で
第
二
十
七
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
配
布

回
数
で
第
二
十
七
条
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
配
布

し
、
当
該
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

し
、
当
該
事
項
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
周

知
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が

当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
に
一
回
以
上
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

３

［
略
］

３

［
略
］
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第
三
十
八
条
の
三
～
第
四
十
七
条
の
二

［
略
］

第
三
十
八
の
三
条
～
第
四
十
七
の
二
条

［
略
］

（
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
報
告
義
務
）

（
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
報
告
義
務
）

第
四
十
八
条

［
略
］

第
四
十
八
条

［
略
］

２

前
項
に
お
い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

［
新
設
］

同
項
の
期
間
内
に
報
告
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
内
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

［
略
］

２
・
３

［
略
］

第
四
十
九
条
～
第
八
十
条

［
略
］

第
四
十
九
条
～
第
八
十
条

［
略
］
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（
充
て
ん
設
備
の
保
安
検
査
）

（
充
て
ん
設
備
の
保
安
検
査
）

第
八
十
一
条

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

第
八
十
一
条

法
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
に
一
回
受
け

り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
保
安
検
査
は
、
一
年
に
一
回
行
う

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
使
用
を
休
止
し
た
充
て
ん
設
備
で

由
に
よ
り
そ
の
回
数
で
保
安
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
て
、
当
該
充
て
ん
設
備
の
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事

あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定

に
そ
の
旨
を
届
け
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安

め
る
期
間
に
一
回
受
け
る
も
の
と
す
る
。

検
査
（
保
安
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
充
て
ん
設
備
に
あ

っ
て
は
、
完
成
検
査
）
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
充
て
ん
設
備

を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
で

あ
る
も
の
（
以
下
「
休
止
充
て
ん
設
備
」
と
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
当
該
充
て
ん
設
備
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と

き
ま
で
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

２

使
用
を
休
止
し
た
充
て
ん
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
充
て
ん

［
新
設
］
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設
備
の
許
可
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
た

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
前
回
の
保
安
検
査
（
保
安
検
査
を
受

け
た
こ
と
の
な
い
充
て
ん
設
備
に
あ
っ
て
は
、
完
成
検
査
）

を
受
け
た
日
か
ら
当
該
充
て
ん
設
備
を
再
び
使
用
し
よ
う
と

す
る
日
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
休

止
充
て
ん
設
備
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
充
て
ん

設
備
を
再
び
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
ま
で
行
わ
な
い
も
の

と
す
る
。

３
～
５

［
略
］

２
～
４

［
略
］

第
八
十
二
条
～
第
百
三
十
一
条
の
二

［
略
］

第
八
十
二
条
～
第
百
三
十
一
条
の
二

［
略
］

（
報
告
）

（
報
告
）
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第
百
三
十
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
毎
事
業
年

第
百
三
十
二
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
毎
事
業
年

度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、

度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、

同
表
の
下
表
に
掲
げ
る
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
表
の
下
表
に
掲
げ
る
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期

間
内
に
報
告
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
経
済
産
業

大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
間
内
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表

［
略
］

表

［
略
］

様
式
第
44

（第
81
条
関
係

）

様
式
第
44

（第
81
条
関
係

）

［略

］

［略

］
１

～

３

［略

］

１

～

３

［略

］

４
そ
の
他
特
記
事
項

［新
設

］
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備
考

１
・
２

［略

］

備
考

１
・
２

［略

］

（
）

（
）

３
第
1
条
の
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

［新
設

］

8

由
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
又
は
都
道
府
県
知

事
が
定
め
た
期
間
内
に
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は

そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
十
条
～
第
十
二
条

［
略
］

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


